
定 活動 勺法
改正のご案内

NPO
平成28年６月、

特定非営利活動促進法が

改正されました。

事業報告書等
の備置期間が

に

（平成28 12月2日時点）

貸借対照表の
公告が必要に

資産の総額の
登記が勘要に

※ 日は 政 で
決定されます。



平成28 改正のポイ ト
◆全てのNPO法人のみなさまへ

事業報告書等の備置期間が されます。
� 事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「 事業 の末日まで」

(約3 間)から、「作成の日から起算して が経過した日を含む事業
の末日までの間」(約5 間)となります（法第28条関係）。

� 所轄庁で閲覧・ ができる書 、過 間に提 された書 となります
（法第30条関係）。

Q. いつから 期間が ますか？
-A. 平成29 月１日以後に する事 に する書類から になります。

、 月 ３月を事 とする法人に ては、平成29 の事 報告書等から
対象となります。

Q. 期間が る には が ま ますか？
-A. 前事 の事 報告書、 書、貸借対照表、 、 間役員名簿、

社員名簿（前事 日における社員の 10人以上の者の氏名等を記載した書類）が
対象となります（法第28条第１項の書類）。

Q. いつから 期間が ますか？
-A. 平成29 月１日以後に する事 に する書類から になります。

、 月 ３月を事 とする法人に ては、平成29 の事 報告書等から
対象となります。

Q. 期間が る には が ま ますか？
-A. 前事 の事 報告書、 書、貸借対照表、 、 間役員名簿、

社員名簿（前事 日における社員の 10人以上の者の氏名等を記載した書類）が
対象となります（法第28条第１項の書類）。

認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されます。
� 所轄庁が 時等に う勶 ２か月間の 覧期間について、１か月間に短縮

され、より迅速な手続きが可能となります（法第10条第２項関係）。

Q. 定 の 、 の の の 期間も ますか？
-A. 定 の申請（法第25条第５項）、合併の認証の申請（法第34条第５項）の場合

の縦覧期間も同様に短縮されます。

Q. 定 の 、 の の の 期間も ますか？
-A. 定 の申請（法第25条第５項）、合併の認証の申請（法第34条第５項）の場合

の縦覧期間も同様に短縮されます。

内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
� NPO法人や所轄庁は、NPO法人の勼 勯の なる を るため、内閣府

NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるようお願い
します（法第72条第２項関係）。

※情報提供の拡大については、改正法の公布の日（平成28 6月7日）に されています。

Q&A

内閣府
政策統括官（経済社会システム担当）付
参事官（共助社会づくり推進担当）付

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1

電話:03-5253-2111（大代表）
＜内閣府NPOホームページ＞

http://www.npo-homepage.go.jp/

（参考）内閣府 法人ポータルサイト について
https://www.npo-homepage.go.jp/news/160901news-npo-info

【問い合わせ先】
愛媛県庁県民環境部県民生活局
男女参画・県民協働課 県民協働グループ
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2

電話 ：089-912-2305

FAX：089-912-2444

Mail ：danjokyodo@pref.ehime.lg.jp



貸借対照表の公告が必要になります。
� 、貸借対照表を公告(注1)する方式となり、「資産の総額」の登記が勘

要となります（法第28条の２関係）。
� 公告方法は、①官報に掲載、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に

掲載、③電子公告（法人のHP等）、 勘 定 の が公告す き内容であ
る情報を する とができる 拟に置く 置(注2)があります。

� 公告方法は定款で定める必要があります。
（注1）貸借対照表の公告に係る規定（法第28条の２）の 日は平成29 ４月 日ではなく、 で

定める日（公布の日から2 6か月以内）となります。それまでは「資産の総額」の登記が必要です。
（注2）「法人の主たる事務所の公衆の やすい 所 の掲 」( 間)が 定されており、内閣府 で規定

される予定です。

◆全てのNPO法人のみなさまへ（続き）

Q. いつ時点の貸借対照表から公告が必要となりますか？
-A. 貸借対照表に る規定の 日を平成30 10月１日と仮定すると、平成30 10月１日

以後に作成する貸借対照表が対象となります。
ただし、平成30 30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの（特定貸借対照表）
についても公告する必要があります。 の場合、 日（平成30 10月１日（仮定））までに
公告するか、 日以後 な 公告する必要があります。

Q. どの の期間、公告が必要ですか？
-A. 報掲載、日 掲載の場合は、１ 掲載する とで公告となりますが、 公告を

する場合は、 ５ 間、継続して公告（注）する必要があります。
（注）貸借対照表の作成の日から して５ が した日を 事 の 日までの間。

、 月 ３月を事 とする法人が、平成30 の貸借対照表を平成31 月１日に
作成した場合、平成37 ３月31日まで継続して公告する必要があります。

Q. に定 で公告 定 ている 、定 は必要ありませんか？
-A. に定 で定 た公告 法に がな 場合は、貸借対照表の公告もその 法で て

ただ ととなります。 、定 に の法人の公告は、 の法人の掲 場に掲 するとともに、
報に掲載して 。 と規定されて る場合は、貸借対照表に ても掲 場への掲載と 報

掲載が必要となります。
貸借対照表の公告 、 定 で 定 ている とは の とする とは であり、
その場合は定 が必要（注）となります。（ 、上記の法人が 公告を する場合）
（注） 定貸借対照表の公告までに定 を する必要があります。

Q. いつ時点の貸借対照表から公告が必要となりますか？
-A. 貸借対照表に る規定の 日を平成30 10月１日と仮定すると、平成30 10月１日

以後に作成する貸借対照表が対象となります。
ただし、平成30 30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの（特定貸借対照表）
についても公告する必要があります。 の場合、 日（平成30 10月１日（仮定））までに
公告するか、 日以後 な 公告する必要があります。

Q. どの の期間、公告が必要ですか？
-A. 報掲載、日 掲載の場合は、１ 掲載する とで公告となりますが、 公告を

する場合は、 ５ 間、継続して公告（注）する必要があります。
（注）貸借対照表の作成の日から して５ が した日を 事 の 日までの間。

、 月 ３月を事 とする法人が、平成30 の貸借対照表を平成31 月１日に
作成した場合、平成37 ３月31日まで継続して公告する必要があります。

Q. に定 で公告 定 ている 、定 は必要ありませんか？
-A. に定 で定 た公告 法に がな 場合は、貸借対照表の公告もその 法で て

ただ ととなります。 、定 に の法人の公告は、 の法人の掲 場に掲 するとともに、
報に掲載して 。 と規定されて る場合は、貸借対照表に ても掲 場への掲載と 報

掲載が必要となります。
貸借対照表の公告 、 定 で 定 ている とは の とする とは であり、
その場合は定 が必要（注）となります。（ 、上記の法人が 公告を する場合）
（注） 定貸借対照表の公告までに定 を する必要があります。

Q&A

※改正内容の詳細は内閣府NPOホームページ「 https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei」を参照ください。



平成28 改正のポイ ト
◆認定・仮認定法人のみなさまへ

仮認定NPO法人の名称が になります。
� 「 定 定 活動法人」が「 認定 定 活動法人」と 。

Q. 特 認定 るた の に はありますか？
-A. はありま 。

Q. に仮認定 ている は、 する必要がありますか？
-A. に仮認定を受けて る法人は、 日（平成29 月１日）以後は、

認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。

Q. 特 認定 るた の に はありますか？
-A. はありま 。

Q. に仮認定 ている は、 する必要がありますか？
-A. に仮認定を受けて る法人は、 日（平成29 月１日）以後は、

認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。

海外 等に する書類が事後提出になります。
� 200万円を超える海外 の拡 は の しに関する書 については、

その都 所轄庁 の事前提 が必要でしたが、 額にかかわら 、毎事業
１回の事後提出となります（旧法第54条第４項等関係）。

Q. いつの時点の まで、 前 が必要となりますか？
-A. 日の平成29 月１日を 事 の200万円超の 等は

従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要となります。
、 月 ３月を事 とする法人の場合、平成29 の200万円超の

等に ては従来どおり事前の書類作成等が必要となります。

Q. いつの時点の まで、 前 が必要となりますか？
-A. 日の平成29 月１日を 事 の200万円超の 等は

従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要となります。
、 月 ３月を事 とする法人の場合、平成29 の200万円超の

等に ては従来どおり事前の書類作成等が必要となります。

報 等の備置期間が されます。
� 役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「 事業 の末日まで」

(約3 間)から、「作成の日から起算して が経過した日を含む事業 の
末日までの間」(約5 間)となります（法第54条第２項関係）。

� 平成29 4月1日 に する事業 の書 から されます。
� 所轄庁で閲覧・ ができる書 、過 間に提 された書 となります

（法第56条関係）。
Q. いつから 期間が ますか？

-A. 平成29 月１日以後に する事 に する書類から になります。
、 月 ３月を事 とする法人に ては、平成29 の役員報酬規程等

から対象となります。

Q. 期間が る には が ま ますか？
-A. 前事 の役員報酬 は 員 の に する規程など法第54条第２項

第２ 第 の書類 成 の を た の 書類（法第54条第３項）
が対象となります。

Q. いつから 期間が ますか？
-A. 平成29 月１日以後に する事 に する書類から になります。

、 月 ３月を事 とする法人に ては、平成29 の役員報酬規程等
から対象となります。

Q. 期間が る には が ま ますか？
-A. 前事 の役員報酬 は 員 の に する規程など法第54条第２項

第２ 第 の書類 成 の を た の 書類（法第54条第３項）
が対象となります。

Q&A
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